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４
月
か
ら
、
要
支
援
１・
２
の
認

定
を
受
け
た
方
を
対
象
と
し
た
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
訪
問
介
護

（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）
と
通
所

介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
が
「
庄
原

市
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

事
業
」（
市
の
サ
ー
ビ
ス
）
に
移
行
し

ま
す
。

【サービスの内容】
サービス類型 内容

訪問介護
（ホームヘルプ
サービス）

現行相当サービス ◆介護予防訪問サービス
（現在の訪問介護＝ホームヘルプサービス）

基準緩和型サービス
◆生活援助訪問サービス
（訪問介護員または介護サポーターによる）
　・生活援助（掃除、洗濯、調理など）のみ

通所介護
（デイサービス）

現行相当サービス ◆介護予防通所サービス
（現在の通所介護＝デイサービス）

基準緩和型サービス

◆社会参加通所サービス
（介護サポーターを含む事業所スタッフによる）
　・社会参加と生活機能向上を目的としたミニ・デイサービス
　・レクリエーションや体操など

「庄原市介護予防・生活支援サービス事業」
～要支援１・２の方を対象としたホームヘルプサービス・デイサービス～

４月から変わります

庄
原
市
介
護
予
防
・

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
種
類

　

従
来
と
同
じ
支
援
内
容
の
「
現
行

相
当
サ
ー
ビ
ス
」（「
介
護
予
防
訪
問

サ
ー
ビ
ス
」、「
介
護
予
防
通
所
サ
ー

ビ
ス
」）
に
加
え
て
、
支
援
内
容
を
簡

略
化
し
利
用
料
を
少
し
抑
え
た
「
基

準
緩
和
型
サ
ー
ビ
ス
（
※
１
）」（「
生

活
援
助
訪
問
サ
ー
ビ
ス
」、「
社
会
参

加
通
所
サ
ー
ビ
ス
」）
を
設
け
ま
す
。

　

ど
ち
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

か
は
、「
身
体
介
護
が
必
要
」
な
ど
利

用
さ
れ
る
方
の
状
態
に
よ
り
、
ケ
ア

プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
決
定
し
ま
す
。

◆
基
準
緩
和
型
サ
ー
ビ
ス
※
１
…
身

体
介
護
な
ど
の
専
門
的
な
支
援
を

そ
れ
ほ
ど
必
要
と
し
な
い
方
を
対
象

と
し
た
サ
ー
ビ
ス
で
、
介
護
や
看
護

な
ど
の
資
格
を
も
っ
た
専
門
職
だ
け

で
な
く
、
庄
原
市
が
実
施
す
る
介
護

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
研
修
修
了
者
も
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

庄
原
市
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業
の
み
を
利
用
す
る
方
の
手

続
き
が
簡
素
化
さ
れ
ま
す

　

訪
問
介
護（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）

と
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
の
み

を
利
用
さ
れ
る
方
は
、
要
支
援
認
定
の

手
続
き
を
し
な
く
て
も
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
（
※
２
）
な
ど
の
調
査
に
よ
り
生

活
機
能
の
低
下
が
み
ら
れ
、
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る

と
、
庄
原
市
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

◆
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
※
２
…
運
動
機

能
や
栄
養
状
態
、
物
忘
れ
な
ど
に
関
す

る
25
の
質
問
に
つ
い
て「
は
い
」「
い
い
え
」

で
答
え
る
こ
と
で
、
日
常
生
活
に
必
要

な
生
活
機
能
の
低
下
や
状
態
を
確
認
で

き
る
調
査
票
で
す
。

※
要
支
援
１
・
２
の
方
の
訪
問
介
護
、

通
所
介
護
以
外
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
（
訪
問
看
護
、
通
所
リ
ハ
、
住
宅

改
修
、
福
祉
用
具
貸
与
な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
）
に
変
更
は
な
く
、
こ
れ
ま
で

通
り
利
用
で
き
ま
す
が
、要
介
護
（
要

支
援
）
認
定
が
必
要
で
す
。

※
現
在
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、
認
定
期
間
中
は
現
在
利
用
さ

れ
て
い
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
ま
す
。

※
本
年
４
月
１
日
以
降
、
新
規
・
区

分
変
更
・
更
新
に
よ
り
要
支
援
認
定

を
受
け
た
方
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
必
要
と

さ
れ
た
方
か
ら
、
順
次
移
行
し
て
い

き
ま
す
。

こ
の
事
業
に
つ
い
て

説
明
し
て
ほ
し
い
と
き
は

　

こ
の
新
し
い
事
業
に
つ
い
て
の
説

明
を
、
自
治
会
、
団
体
や
グ
ル
ー
プ

で
希
望
さ
れ
る
場
合
は
「
出
前
ト
ー

ク
」
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
地
域
包

括
支
援
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

事
業
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

地
域
包
括
支
援
課
地
域
包
括
支
援
係
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前
ト
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込
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